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Ⅰ．はじめに 

１．経緯 

原子力規制委員会は、令和元年６月１４日に九州電力株式会社（以下「九州電力」と

いう。）から、川内原子力発電所及び玄海原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安

規定」という。）に基づき提出された火山活動のモニタリングに係る評価結果として、「川

内原子力発電所及び玄海原子力発電所 火山活動のモニタリング評価結果（２０１８年度

報告）」（以下「火山活動のモニタリングに係る評価結果」という。）を受理した。 

原子力規制庁は、当該評価結果について、九州電力による評価の過程が適切かつ確実

になされていること、並びに、監視対象火山の活動状況を把握し、活動状況に変化がな

いと評価していることを確認した。 

 

２．原子力規制庁の評価方針 

  原子力規制庁は、九州電力から受理した火山活動のモニタリングに係る評価結果につ

いて、①「当該評価の過程が適切かつ確実になされていることを確認すること」、②「監

視対象火山の活動状況を把握し、活動状況の変化の有無を評価していることを確認する

こと」の２点に主眼を置き、下記の確認事項について、当該評価結果を確認する。 

 

【確認事項１】データ解析結果 

・GNSS 連続観測データに見られる年周期及び長期トレンドに対する評価及び解釈 

【確認事項２】火山モニタリング評価結果 

・九州電力の評価結果に対する第三者の助言内容 
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Ⅱ．九州電力の火山活動のモニタリングに係る評価結果の概要 

  九州電力は、阿蘇カルデラ、加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ及び鬼

界の５つのカルデラ火山（図１）を対象とし、公的機関（気象庁、国土地理院）が公表して

いる評価結果を収集するとともに、自社で国土地理院の GNSS(Global Navigation 

Satellite System：全球測位衛星システム)連続観測データ及び気象庁の一元化震源データ

を収集・分析している。以下に、九州電力の評価結果の概要を示す。 

 

１．対象火山 

   九州電力は、モニタリング対象の火山は、阿蘇カルデラ、加久藤・小林カルデラ、姶良

カルデラ、阿多カルデラ及び鬼界の５つのカルデラ火山としている（図１）。 

 

 
 

図１ モニタリング対象のカルデラ火山の位置図 
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２．評価期間 

   九州電力は、評価期間は、２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日としている

（ただし、データは平成１２年（２０００年）からの１９年間分を表示している）。 

３．評価方法及び評価結果 

（１）評価方法 

九州電力は、①公的機関（気象庁、国土地理院）が公表した活火山に関する評価結

果を収集するとともに、②国土地理院の GNSS 連続観測データ及び気象庁の一元化震

源データを収集・分析することで、対象としているカルデラ火山の活動状況の変化に

ついて総合評価を実施している。 

公的機関の評価では、公的機関から定期的（あるいは臨時で不定期）に発表される

資料を収集し、それらにカルデラ火山の活動状況に急激な変化を示すような情報が

あるかどうかを確認している。一方、九州電力の評価では、カルデラ火山を対象とし

て、カルデラ周辺の広域的な地殻変動（基線長の伸び）と地震活動（発生数や発生場

所の変化）に着目し、それらが過去からの長期的な傾向と比較して、大きく変化し、

それが継続していないかどうかをGNSS連続観測データ及び気象庁の一元化震源デー

タを収集・分析することにより確認している。図２に九州電力が自ら定めた監視レベ

ルの移行判断基準と監視体制を参考まで示す。 

 

 

図２ 監視レベルの移行判断基準と監視体制 
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（２）評価結果 

   ①阿蘇カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

阿蘇山（レベル 1） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料， 

火山活動解説資料 3月等】 

・阿蘇山では火山性地震、孤立型微動、

火山ガス放出量が多い状態で経過し

ている。 

・GNSS 連続観測では、マグマだまりを

挟む基線に特段の変化は認められな

い。 

・地殻変動：熊本地震に伴う余効変

動が認められるものの、カルデラ

へのマグマ供給を示唆する広範囲

な伸びの傾向が認められないこと

から、カルデラ火山の活動に起因

する有意な変化はないと判断して

いる。 

 

・地震活動：熊本地震の余震が認め

られるものの、過去１年の地震活

動と比較して減少傾向にある。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

 

 

活動状況に 

変化なし。 

 

②加久藤・小林カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

霧島山【新燃岳】（レベル 2） 

霧島山【御鉢】（レベル 1） 

霧島山【えびの高原周辺】（レベル 2） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料， 

火山活動解説資料 3月等】 

・霧島山を挟む基線での伸びは鈍化し

ているものの継続している。 

・広範囲の地震活動の活発化と基線の

伸びは、霧島山深部のマグマだまり

の蓄積が推定されることから、火山

活動の推移を継続して慎重に監視す

ることが必要である。 

・地殻変動：霧島火山に関連した変

動が認められるものの、カルデラ

へのマグマ供給を示唆する広範囲

な伸びの傾向が認められないこと

から、カルデラ火山の活動に起因

する有意な変化はないと判断して

いる。 

 

・地震活動：2018 年 12 月に最大

M3.4 の地震が発生したものの、

現在は地震前の状態に戻ってい

る。しかしながら、この地震は加

久藤カルデラ内で発生しているこ

とから、今後の地震活動に留意し

ていく。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

 

 

活動状況に 

変化なし。 
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③姶良カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

桜島（レベル 3） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料，火

山活動解説資料 3月等】 

・桜島の南岳山頂火口では活発な噴火

活動が継続していたが、１月中旬頃

から噴火活動がやや低下している。

しかし、火山ガスの放出量は概ね多

い状態が続いていることなどから、

今後も南岳山頂火口を中心に、噴火

活動が継続すると考えられる。 

・広域の GNSS 連続観測でみられてい

る姶良カルデラの地下深部の膨張を

示す基線の伸びは、わずかながら継

続している。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められるが、2018 年度の基線

長の変動率に有意な変化は認めら

れない。警戒監視の移行判断基準

(0.05km3/年≒5cm/年)には達して

いない。監視レベルは、過去 3 年

間のマグマ供給率が約 0.01km3/年

であることから、注意を継続する。 

 

・地震活動：過去の地震活動と比較

して有意な変化は認められない。 

 

・監視レベル：注意 

 

 

 

 

活動状況に 

変化なし。 

 

④阿多カルデラ 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料，火

山活動解説資料 3月等】 

・開聞岳および池田・山川において、

火山活動の特段の変化はなく、噴火

の兆候はみられない。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められないことから、カルデ

ラ火山の活動に起因する有意な変

化はないと判断している。 

 

・地震活動：2017 年 7 月の鹿児島

湾の地震（M5.3）の余震が認めら

れるものの、過去１年の地震活動

と比較して減少傾向にある。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

活動状況に 

変化なし。 
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⑤鬼界 

カルデラ内に位置する活火山に関す

る公的機関の評価 

カルデラ火山に関する 

九州電力の評価 

総合評価 

・気象庁噴火警戒レベル 

薩摩硫黄島（レベル 1） 

【気象庁火山噴火予知連絡会資料， 

火山活動解説資料 3月等】 

・火山活動に特段の変化はなく、静穏

に経過しており、噴火の兆候は認め

られない。 

・GNSS 連続観測では、火山活動に伴う

特段の変化は認められない。 

・地殻変動：カルデラへのマグマ供

給を示唆する広範囲な伸びの傾向

が認められないことから、カルデ

ラ火山の活動に起因する有意な変

化はないと判断している。 

 

 

・地震活動：過去の地震活動と比較

して有意な変化は認められない。 

 

・監視レベル：平常 

 

 

活動状況に 

変化なし。 

 

上記の評価結果から、九州電力は評価期間を通じて、公的機関の評価にカルデラ火山

の活動状況に急激な変化を示す情報が見られないこと、既存観測網によるデータ収集・

分析した自社評価における地殻変動及び地震活動に、有意な変化が認められないと判

断し、対象としている５カルデラ火山について「活動状況に変化はない」と評価してい

る。 
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Ⅲ．当該評価結果に対する原子力規制庁の評価 

  原子力規制庁は、データ解析結果及び火山モニタリングの評価結果について、九州電力

より聴取し以下の通り確認した。なお、観測項目及びデータ品質については、「九州電力株

式会社川内原子力発電所及び玄海原子力発電所 火山モニタリング結果に係る評価につい

て（原子力規制庁、平成３０年９月３日）1」に記載の内容から変更がないことを確認して

いる。 

 

１．データ解析結果 

原子力規制庁は、九州電力のデータ解析結果に関して、GNSS 連続観測データに見られ

る長期トレンドに着目して、九州電力の解析結果の妥当性を確認した。 

 

（１）阿蘇カルデラの地殻変動及び地震活動について 

 ・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度の基線長

変化は、熊本地震に伴う余効変動が認められるものの、阿蘇カルデラ火山の活動に

起因する有意な変化は認められないとしている。また、地震発生数の推移及び震源

分布とマグニチュードの経時変化等を確認した結果、地震活動（発生数、位置、規模

等）は、熊本地震の余震が認められるものの、発生数は過去１年と比較して減少傾向

にあるとともに、位置と規模に有意な変化は認められないとしている。 

 

（２）加久藤・小林カルデラの地殻変動及び地震活動について 

・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度の基線長

変化は、霧島火山の活動に関連した変動が認められるものの、加久藤・小林カルデラ

火山の活動に起因する有意な変化は認められないとしている（図３）（添付資料、P26、

P37）。また、地震発生数の推移及び震源分布とマグニチュードの経時変化等を確認し

た結果、 地震活動（発生数、位置、規模等） は、2018 年 12 月に最大 M3.4 の地震

が発生したものの、現在は地震前の状態に戻っているが、この地震は加久藤カルデラ

内で発生したことから（図４）、今後の地震活動に留意していくとしている（添付資

料、P35-37）。 
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図３ 加久藤・小林カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化 

 

 

 

図４ 加久藤・小林カルデラにおける地震活動 
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（３）姶良カルデラの地殻変動及び地震活動について 

・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度の基線長

の変動率には、前年度と同様にマグマ供給を示唆する変動が認められるものの（図

５）、監視体制の移行判断基準（0.05km3/年≒5cm/年）を十分下回っているとしてい

る。監視レベルについては、マグマ供給を示唆する変動が引き続き認められることか

ら、「注意」を継続するとしている（添付資料、P40、P55）。 

・九州電力は、地殻変動評価において、基線長変化をマグマ供給によるものとして評価

しているが、基線長変化には広域地殻変動も含まれており、マグマ供給量の評価に影

響を及ぼす可能性があることから、第三者（火山専門家）の助言を踏まえて、広域地

殻変動量の定量的把握について、中・長期的取組みのひとつとして行っている。九州

電力は、検討手法として、(1)Takayama and Yoshida(2007)2及び(2)堀田ほか(2013)3

及び国土地理院のホームページ 4を参考とし、姶良カルデラ周辺の広域地殻変動量を

算出し、2000 年～2010 年の各観測値から、この 2つの手法で求めた広域地殻変動の

影響分を除去する試みを行っている（添付資料、P95-97）。その結果、図６基線①（鹿

児島 3－隼人）、基線②（鹿児島郡山－鹿児島福山）、基線③（姶良－鹿屋）及び基線

④（桜島－都城）のうち、基線③への影響が最も大きいこと、また、広域地殻変動を

除去した残差は、茂木モデルによる膨張率 0.005 ㎞ 3/年（井口ほか、2008）5を想定

した変動と概ね一致していることを確認している。なお、マグマ供給率の算定におい

ては、基線③による評価は安全側になっていることから、これらを踏まえた上で既存

の基線を用いたモニタリングを引き続き実施していくとしている（添付資料、P97）。 

・九州電力は、姶良カルデラの基線①（鹿児島 3－隼人）は、桜島の変動の影響を大き

く受けてしまうため、桜島を避けた基線⑭（鹿児島 1A－隼人）の変動率を判断の指

標にした方が良いとの第三者（火山専門家）のコメントを踏まえて、桜島の変動の影

響も見つつ、当該基線も平成 29 年度より新たにモニタリング対象基線としている

（図７及び図８）（添付資料、P43-44）。 

・九州電力は、鉛直方向の地殻変動を面的に精度良く把握することを目的として、平成

26 年度より姶良カルデラ周辺の水準測量を毎年実施している（添付資料、P105-113）。

2018 年度報告の水準測量では、電子基準点を用いて固定水準点の広域地殻変動を補

正するため、測量路線近傍の電子基準点まで測量路線を延長している。また、水準測

量による変動量と桜島大正噴火（1914 年）による変動量の比較を行い、桜島大正噴

火による沈下と現在の隆起に同様の傾向が見られたとしている（図９及び図１０）。 

・九州電力は、姶良カルデラ北縁はもう少し北になる可能性があること、これまで無か

った鹿児島市内の地震が発生していることから（添付資料、P50、P53-54）、地震活動

の評価は地形的カルデラ内だけでなく周囲も評価する必要があると思われるとの第

三者（火山専門家）のコメントを踏まえて、過去の地震分布等を参考に、評価範囲を

再検討するとしている。 
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図５ 姶良カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化 

 

 
図６ 広域地殻変動の除去前（左）と除去後（右）の基線長変化 
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図７ 姶良カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化（平成 29年度より追加（その 1）） 

 

 

 

図８ 姶良カルデラの GNSS 連続観測による基線長変化（平成 29年度より追加（その 2）） 
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図９ 姶良カルデラ周辺の水準路線図 

 

 

図１０ 姶良カルデラ周辺の水準測量結果（上下変動の推移） 
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  （４）阿多カルデラ付近における地殻変動及び地震活動について 

   ・九州電力は、GNSS 連続観測による基線変化等を確認した結果、当該年度は、阿多カ

ルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないとしている。また、震源分

布とマグニチュードの経時変化及び地震発生数の推移等を確認した結果、地震活動

（発生数、位置、規模等）は、2017 年 7月 11 日に鹿児島湾で発生した地震(M5.3)の

余震が認められるものの、発生数は過去１年と比較して減少傾向にあるとともに、

位置と規模に有意な変化は認められないとしている（添付資料、P62、P65-67）。 

 

  （５）鬼界の基線長変化に見られる長期トレンドについて 

・九州電力は、GNSS 連続観測による基線長変化等を確認した結果、当該年度は、カル

デラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないとしている。 

・九州電力は、第三者（火山専門家）の助言を踏まえて、鬼界の各基線に見られる長期

トレンド（図１１）（添付資料、P70）について、黒潮及び火山活動の観点からそれぞ

れ検討を行っている。黒潮の位置が変化する周期は、基線長変化の周期と比較して、

短い周期であり、両者間で明瞭な関係は認められないとしている。また、薩摩硫黄

島、口永良部島ともに、火山の噴火と基線長変化に明瞭な関係は認められないもの

の、関連性は否定できないとしている（添付資料、P103）。 

 

 

 

図１１ 鬼界の GNSS 連続観察による基線長変化 
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原子力規制庁は、阿蘇カルデラでは、熊本地震に伴う余効変動が認められるものの、

阿蘇カルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないこと、加久藤・小林カ

ルデラの基線長変化については、霧島火山の活動に関連した変動が認められるものの、

加久藤・小林カルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないこと、2018 年

12 月に最大 M3.4 の地震が発生したものの、現在は地震前の状態に戻っているが、加久

藤カルデラ内で発生したことから、今後の地震活動に留意していくとしていることを

確認した。また、姶良カルデラの基線長の変動率には、前年度と同様にマグマ供給を示

唆する変動が認められると九州電力が評価していることを確認した。阿多カルデラの

基線長については、阿多カルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないこ

と、地震活動についても有意な変化はないとしていることを確認した。鬼界では、基線

長変化がカルデラ火山の活動に起因する有意な変化は認められないこと、地震活動に

ついても有意な変化はないとしていることを確認した。 

 

以上のことから、原子力規制庁は、九州電力が監視対象火山としている阿蘇カルデ

ラ、加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ及び鬼界のいずれも活動状況

に変化がないと評価していることを確認した。 
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２．九州電力の評価結果に対する第三者の助言内容 

九州電力の「カルデラ火山モニタリング対応規準」では、原子力土木建築部長は、毎月

のモニタリング結果をとりまとめた「火山活動のモニタリング結果（年報）」に対して、

１年に 1回、第三者（火山専門家等）の助言を得ることと定められている。 

九州電力は当該規準に基づき、原子力土木建築部長は、３名の第三者（火山専門家等）

から「カルデラの活動状況に変化がないとする九州電力の評価で問題ない」とする旨の

助言を得ている。なお、その他の助言内容は、以下の通りである。 

 

  〇地震について 

  【火山専門家Ａ及びＢ】 

・12 月の加久藤・小林カルデラ内の群発地震について、加久藤カルデラ内の大きな地

震として、1968 年えびの地震（M6.1）があるので、2000 年以前の地震についても情

報収集としてはどうか。 

・加久藤・小林の地震活動評価について、霧島山を中心にしているが、カルデラを評価

するのであれば、情報収集結果も踏まえ、カルデラを中心にもう少し広範囲の評価を

してはどうか。 

  【火山専門家Ｂ及びＣ】 

   ・姶良についても、カルデラ北縁はもう少し北になる可能性があること、これまでは

無かった鹿児島市内の地震が発生していることから、地震活動の評価は地形的カル

デラ内だけでなく周囲も評価する必要があると思われる。 

 

  〇地殻変動について 

  【火山専門家Ｂ】 

   ・加久藤・小林周辺の電子基準点の隆起については、活火山の影響と考えられるため、

新燃岳に圧力源を想定した場合の隆起量との対比を行ってはどうか。 

 

  〇マグマ供給率の考え方について 

  【火山専門家Ｂ】 

   ・火山灰放出量の密度換算について、マグマの含水量を考慮に入れて計算を行っては

どうか。 

【火山専門家Ａ及びＢ】 

   ・マグマ供給率の算定については、モデルに依存することから、茂木モデル（弾性）以

外のモデル、例えば粘弾性モデルでの検討等も将来的には行ってはどうか。 

 

〇広域地殻変動について 

  【火山専門家Ｂ】 

   ・広域地殻変動の影響については、姶良だけでなく、阿蘇、加久藤・小林など他のカル

デラにおいても検討してはどうか。阿蘇の収縮傾向は広域地殻変動の影響を受けて



 

- 16 - 
 

いるかもしれない。 

 

〇基線長検知能力の検討について 

  【火山専門家Ｂ及びＣ】 

・圧力源の位置について、阿蘇は最新の研究（MT 探査）で中岳より北側に圧力源が想

定されており、最新の研究を踏まえた圧力源も検討してはどうか。また、加久藤・小

林はカルデラ内の圧力源の検討も必要ではないか。 
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３．原子力規制庁の評価 

原子力規制庁は、九州電力から受理した火山活動のモニタリングに係る評価結果につ

いて、①当該評価の過程が適切かつ確実になされていること、②監視対象火山の活動状

況を把握し、活動状況の変化の有無を評価していることの２点を確認することに主眼を

置き、当該評価結果を確認した。 

その結果、原子力規制庁は、九州電力の評価結果について、その評価過程が適切かつ確

実になされていること、また、監視対象としているカルデラ火山の活動状況に変化がな

いと評価していることを確認し、これらを妥当と判断した。 
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